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社援地発０４０１第２５号   

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 

 

 

各都道府県・市区町村 

     

 

 

     厚生労働省社会・援護局地域福祉課長         

（ 公 印 省 略 ）

  

   

 

家計改善支援事業と日常生活自立支援事業や成年後見制度等の権利擁護支援策

との連携について 

   

家計改善支援事業は、生活困窮者自立支援法（平成 25年法律第 105号。以下

「法」という。）に基づき、家計収支の均衡が取れていないなど、家計に課題

を抱える生活困窮者からの相談に応じ、相談者とともに家計の状況を明らかに

して家計の改善に向けた意欲を引き出した上で、家計の視点から必要な情報提

供や専門的な助言・指導等を行い、相談者自身の家計を管理する力を高め、早

期に生活が再生されることを目的とするものである 

家計改善支援事業を利用する生活困窮者の中には、本人の判断能力が不十分

で日常生活に支障が生じている場合や、本人保護等の権利侵害からの回復支援

の視点から金銭管理等の支援が必要と考えられる場合があり、このような場合

には都道府県社会福祉協議会等が実施する日常生活自立支援事業や成年後見制

度等の権利擁護支援策につなぐことが重要である。 

この点、生活困窮者自立支援制度等の見直しに向けて開催された社会保障審

議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会の中間まとめ（「生活困窮者自立支

援制度及び生活保護制度の見直しに関するこれまでの議論の整理（中間まと

め）」（令和４年 12 月 20 日））では、家計改善支援事業について、「都道府県社

会福祉協議会等が実施する日常生活自立支援事業や成年後見制度等の権利擁護

支援策との連携の強化を図っていく必要がある」とされたところ。 

また、「第二期成年後見制度利用促進基本計画」（令和４年３月25日閣議決定）

では、「生活困窮者自立支援制度等との連携も考慮しつつ、日常生活自立支援

事業の効果的な実施方策について検討」すること、また、「意思決定支援等に

よって本人を支える各種方策や司法による権利擁護支援を身近なものとする各

種方策の検討を進め、これらの検討や成年後見制度の見直しの検討に対応して、

福祉の制度や事業の必要な見直しを検討」することとされている。 

生活困窮者自立支援制度主管部（局）長 

民生主管部（局）長 
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こうした状況を踏まえて、今般、家計改善支援事業と日常生活自立支援事業

や成年後見制度等の権利擁護支援策との連携について、下記のとおり通知する。 

各自治体の関係主管部局におかれては、各制度の趣旨や内容を理解いただき、

各制度の担当部局及び実施者間の連携体制の構築を推進していただくとともに、

関係機関等に周知いただくよう、よろしくお願いしたい。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項

の規定による技術的な助言であることを申し添える。 

 

 

記 

 

１ 各制度の概要 

各制度の概要については以下のとおりである。 

 

（１）家計改善支援事業の概要 

家計改善支援事業は、法に基づき、家計収支の均衡が取れていないなど、

家計に課題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、相談者とともに家計の

状況を明らかにして家計の改善の意欲を引き出した上で、家計の視点から

必要な情報提供や専門的な助言・指導等を行うことにより、相談者自身の

家計を管理する力を高め、早期に生活が再生されることを目的とする。 

具体的には、相談者とともに、家計表やキャッシュフロー表を活用して、

家計の見える化を図るとともに、家計収支の均衡を図るなどの出納管理の

支援を行い、家計を相談者自らが管理できるよう支援を行う等、家計に関

する問題の背景にある根源的な課題を整理して相談者の家計管理の力を高

め、早期の生活再生を目指すものである。 

 

（２）日常生活自立支援事業 

日常生活自立支援事業は、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の

うち判断能力が不十分な者に対して、地域で自立した生活が送れるよう、

利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用に関する援助やそれに伴う

日常的な金銭管理等の支援を行うことにより、本人の生活を支援する事業

である。 

日常生活自立支援事業の専門員が初期相談から支援計画の策定、利用契

約の締結を支援し、生活支援員が支援計画に基づき居所を訪問等して支援

を行う。 

 

（３）成年後見制度 

成年後見制度は、精神上の障害により判断能力が不十分であるため法律

行為における意思決定が困難な者について、本人の権利を守るために選任
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された援助者（成年後見人等）により、本人を法律的に支援する制度であ

る。 

平成28年に施行された成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成28

年法律第 29 号）に基づき、令和４年３月に閣議決定された第二期成年後見

制度利用促進基本計画では、地域共生社会の実現という目的に向け、本人

を中心にした支援・活動における共通基盤となる考え方として「権利擁護

支援」を位置づけた上で、権利擁護支援の地域連携ネットワークにおける

権利擁護支援の一層の充実等の成年後見制度利用促進の取組を更に進めて

いくこととしている。権利擁護支援の地域連携ネットワークは、福祉・行

政・法律専門職等の連携による支援機能（「権利擁護の相談支援」「権利擁

護支援チームの形成支援」「権利擁護支援チームの自立支援」）を担うと整

理されているところ、そのコーディネートを担う中核的な機関・体制（以

下「中核機関」という。）において、本人・家族及び支援者等からの権利擁

護支援や成年後見制度に関する相談を受け、必要な権利擁護支援の内容の

検討や支援を適切に実施するためのコーディネートを行うこととされてい

る。 

 

２ 連携に当たっての基本的な考え方 

  家計改善支援事業を利用する生活困窮者の中には、本人の判断能力が不十

分で日常生活に支障が生じている場合や、本人保護等の権利侵害からの回復

支援の視点から金銭管理等の支援が必要と考えられる場合がある。こうした

場合、相談者自らが家計を管理できるようになることを目指す家計改善支援

事業による支援だけでは自立を図ることが困難であり、日常生活自立支援事

業や成年後見制度等の権利擁護支援策における意思決定支援が重要な役割を

果たすこととなる。 

このため、家計に課題を抱える生活困窮者の支援に当たって、生活困窮者

自立支援制度担当部局・実施者と権利擁護支援策の担当部局・実施者が連携

し、関係者間で日頃より互いの施策の理解を深め、情報交換を行うことが極

めて重要である。 

こうした観点から、以下に示す取組をお願いする。 

 

３ 連携体制の構築について 

家計改善支援事業の実施者（以下「家計改善支援事業実施者」という。）、

自立相談支援機関、日常生活自立支援事業の実施者（社会福祉協議会）、中

核機関（中核機関未整備の市町村の場合は成年後見制度利用促進の担当部局

等。以下同じ。）においては、相談者のつなぎ等に向けて、それぞれの制度

について理解を深めるとともに、支援員等（家計改善支援事業や生活困窮者

自立相談支援事業の支援員、日常生活自立支援事業の専門員、中核機関の職

員等）が日常的に連絡や情報交換を行うことができる関係性を構築すること
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が重要である。 

そのため、自治体の各制度の担当部局が中心となって、各制度の担当部

局・実施者等間の連携体制の構築を進められたい。 

連携体制の構築については、以下のような方法が考えられる。 

（１）研修会・勉強会の開催 

・ 各制度の支援員等向けの研修会や勉強会を開催し、それぞれの制度

についての説明や支援員等同士の意見交換等を行う。 

・ 研修会等は、支援員等の異動がある年度初め等に実施することが有

効である。 

（２）生活困窮者自立支援制度の支援調整会議・支援会議への日常生活自立

支援事業の専門員や中核機関の職員等の参画。 

・ 家計改善支援事業の利用等を含め、個々の対象者の支援方針の決定

に当たって実施される支援調整会議や、地域の支援ニーズの把握等の

ために実施される法に基づく支援会議に権利擁護支援策の担当者が参

画する。 

 

４ 家計改善支援事業における対応について 

家計改善支援事業実施者においては、以下（１）～（３）の対応をお願い

したい。 

（１）権利擁護支援策の利用の必要性に係る検討 

・ 相談者の判断能力が不十分であると考えられる場合には、相談支援や

その後の支援を通じて、本人の判断能力が不十分であることによる日常

生活への支障の有無を把握する。また、本人保護等の権利侵害からの回

復支援の視点から、金銭管理等の支援の必要性を検討する。 

・ その際、判断に迷う場合は、自立相談支援機関とともに、日常生活自

立支援事業の実施者又は中核機関に相談することが望ましい。 

 

（２）権利擁護支援策へのつなぎ等 

・ （１）により、本人の判断能力が不十分で日常生活に支障が生じてい

る場合や、本人保護等の権利侵害からの回復支援の視点から金銭管理等

の支援が必要と考えられる場合を把握した際には、権利侵害の状況に応

じて、日常生活自立支援事業の実施者又は中核機関を案内する。 

・ 加えて、相談者の同意を得られた場合には、日常生活自立支援事業の

実施者である社会福祉協議会、権利擁護支援や成年後見制度に関する相

談対応を行う中核機関へ、当該者について情報提供を行う。その際、相

談者の状況等に応じて、家計改善支援事業実施者の支援員による相談窓

口への同行や必要な情報提供の準備等を検討することが望ましい。 

・ その他、債務整理に向けた弁護士等への相談において弁護士等から成

年後見制度の利用の勧めがあった場合等には、中核機関又は市町村に相
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談し、申立人の検討や申立費用・報酬助成の必要性を含めて検討する。

また法律相談においては、相談者がそれらの制度を利用できるよう弁護

士等への家計表の共有等、適宜協力することが望ましい。 

 

（３）情報提供する内容・方法等 

家計改善支援事業実施者から日常生活自立支援事業の実施者へ情報提

供を行う場合又は相談者をつなぐ場合等に提供する情報は以下のようなも

のが考えられるが、相談者の状況等に応じて柔軟に取り扱われたい。 

・相談段階での情報提供等の場合は、相談段階で聞き取った内容 

・支援途中での情報提供等の場合は、相談者の基本情報や判断能力の程度、

支援経過が分かる資料、家計表やキャッシュフロー表等の支援過程で

作成した相談者の家計状況等が分かる資料 

・その他、権利擁護支援策を利用する上で必要な情報や、特段の留意事項

等 

なお、相談者に関する情報や関係資料等を共有する場合においては、

個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）により、生命・身

体・財産の保護に必要で本人の同意取得が困難な場合などを除いて、原則

として相談者の同意を得ることが必要であることに留意すること。 

  

５ 権利擁護支援策における対応について 

日常生活自立支援事業の実施者や中核機関においては、以下の対応をお願

いしたい。 

○ 家計改善支援事業からの照会・相談への対応 

・ 家計改善支援事業実施者が、相談支援やその後の支援を行う中で、相

談者の判断能力が不十分で日常生活に支障が生じていると思われる場合

や、本人保護等の権利侵害の回復支援の視点から金銭管理等の支援が必

要と思われる場合に、当該者の日常生活自立支援事業又は成年後見制度

の利用について照会・相談がある場合がある。このような場合には、当

該照会・相談へ回答されたい。 

・ その際、相談者の状況把握のため、必要に応じて、家計改善支援事業

実施者の支援員とともに相談者の相談に対応する等の対応も検討された

い。 

 

 

以上 
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